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相模原都市計画地区計画の決定 (相模原市決定)

都市計画南台5丁 目地区地区計画を次のように決定する。          (平 成 19年 12月 12日)

名 称 南台5丁 目地区地区計画

位 置 相模原市南台五丁目

面 積 約 0  9  h a

区
城

の
整
備

・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

地 区 計 画 の 目標

本地区は、小田急小四原線小田急相模原駅北日の西側に位置し、本市における地区中心

商業地の駅前地区の一部を形成しており、地域の交流の場として魅力あるまちづくりを進

める必要がある。このため、本計画により商業、業務施設などを集積し、調和のとれた景

観形成を進め、良好な都市環境の形成と合理的な土地利用を促進することを目標とする。

土地 利用 の方針

④ 再開発地区

駅周辺の立地条件を活かし、商業、業務施設や都市型住宅等の集積を図るとともに、

敷地の共同化及び土地の適正な高度利用を図り、都市機能の更新など地区中心商業地と

しての一層の魅力づくりを促進する。

③ 市道新戸翠ヶ丘沿道地区

小田急相模原駅北日に位置することから、商業 ・業務の利便を増進するとともに、適

正かつ合理的な土地利用を図る。

地区施設の整備方針

都市計画道路に接続する道路の拡幅整備を行う。施設建築物の壁面の位置を定め、後退
により生み出される空間を歩行者空間として利用するため、外周に歩道状空地を定める。
また、駅との連絡など歩行者の利便性の向上等を図るため、歩行者専用通路及び広場を

配置するほか、うるおいのある市街地を形成するために憩いの場として広場を設置する。

建築物等の整備方針

④ 再開発地区

地区中心商業地として土地の合理的かつ健全な高度利用を促進し、商業 ・業務施設や

都市型住宅等の集積を図り、魅力ある市街地環境の形成を図るため、建築物の用途、建

築物の建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度などについて制限するとともに、より

安全で快適な歩行空間を創出するため壁面の位置について制限する。

① 市道新戸翠ヶ丘沿道地区

建築物の 1階 に商業 ,業務施設の集積を図るとともに、建築物と道路の境界部分に空

間を確保することにより、安全で快適な歩行空間の確保を図り、荷さばき駐車等につい

ても対応が図られるよう建築物を適切に誘導する。

緑 化 の 方 針

⑥再開発地区
うるおいのある市街地環境の形成を図るため、広場をはじめ敷地内のオープンスペー

スに緑化を推進する。
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地区施設の配置

及 び 規 模

道 路 幅員8m  延 長 約 140m

歩行者専用通路 幅員4m  廷 長 約 140m

歩 行 者 用 通 路 幅員25m廷 長 約 60m

広  場  1 号 約 1 5 0 ポ

広  場  2 号 約 1 0 0 ポ

広  場  3 号 約 400ポ

歩 道 状 空 地 幅員2m  延 長 約210m

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地区の

区 分

地区の

名 称
④ 再開発地区 ③ 市道新戸翠ヶ丘沿道地区

地区の

面 積
約 0 7ha 約 0  2 h a

の

限

等

制

物

の

築

途

建

用

1 次 の各号に掲げる建築物は、建築しては

ならない。

(1)建 築物の2階 以下の部分を住宅、共同

住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供するも

の (それらの用途のための入ロホール、

階段、建築設備諸室、自動車車庫、自転

車置場、物置、管理人室等の部分を除

く。)

(2)個 室付浴場業に係る公衆浴場その他こ

れに類する建築基準法施行令第 130

条の9の 2に 規定するもの

(3)倉 庫業を営む倉庫

(4)建 築基準法別表第2(と )項 第2号 か

ら第4号 に掲げるもの(原動機を使用す

るパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他

これらに類する食品製造業 (食品加工業

を合む。)、クリーニング業、同項第3号

(5)に 掲げる事業 (裁縫及び編物に限

る。)又 は、同号 (12)に掲げる事業を

除く。)

1 次 の各号に掲げる建築物は、建築しては

ならない。

(1)敷 地が市道新戸翠ヶ丘に接する建築物

の 1階のすべてを、住宅又は共同住宅、

寄宿舎若 しくは下宿の用途に供するも

の

ただし、市道新戸翠ヶ丘に接する敷地

の各部分の長さが4メ ー トル未満であ

る建築物の場合は、この限りでない。

(2)原 動機を使用する工場で作業場の床面

積の合計が 50平 方メー トルを超える

もの

(3)建 築基準法別表第 2(と)項第 3号 に掲

げる事業を営む工場

(4)倉 庫業を営む倉庫

(5)建 築基準法別表第2(と )項第4号 に掲

げる危険物の貯蔵又は処理に供するも

ので政令で定めるもの

2 前 項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる事業を営む工場は、この限りでな

い 。

(1)原 動機を使用するパン屋、米屋、豆腐

屋、菓子屋その他これらに頼する食品製

造業 (食品加工業を含む。)を 営むもの

(2)建 築基準法別表第 2(と )項第 3号 (5)

に掲げる事業中裁縫及び編物

(3)建 築基準法別表第 2(と )項第 3号

(12)に掲げる印刷

の

の

度

物

率

限

い

築

ぺ

高

建

建

最

6/10 と する。
ただし、建築基準法第53条 第3項各号
のいずれかに該当する建築物にあっては、
1/10を 、同項各号のいずれにも該当す
る建築物又は同条第5項第 1号に該当する

建築物にあっては、2/10を 加えた数値
とする。

の

の

度

物

積

限

面

築

地

低

建

敷

最

500ポ とする。

ただし、公衆便所、巡査派出所その他こ
れらに類する公益上必要な建築物の敷地と
して使用する場合はこの限りでない。
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建
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壁面の位置の

建築物の壁又はこれに代わる柱の面は、

都市計画道路境界線又は道路境界線から2

メートル以上、地区の区分界から2 5メ
ートル以上後退した位置とする。

ただし、渡り廊下その他の通行又は運搬

の用途に供する建築物、工作物及びこれら

の部分については、この限りではない。

敷地が市道新戸翠ヶ丘に接する建築物の

壁又はこれに代わる柱の面で地盤面からの

高き 2 5メ ートル以下の部分は、道路

境界線から1メートル以上後退した位置と

する。

敷地が市道南台30号 に接する建築物の

壁又はこれに代わる柱の面は道路境界線か

ら2メートル以上後退した位置とする。

建築物等の形態

又は意匠の制限

建築物の形態及び意匠は、良好な市街地

環境を創出するため、都市景観に配慮した

ものとする。

「区城、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」


